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　金沢市立小学校及び中学校児童生徒通学費の補助に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。
　　平成21年12月24日

金沢市教育委員会委員長　　佐　　　藤　　　秀　　　紀　　
◉金沢市教育委員会規則第７号
　　　金沢市立小学校及び中学校児童生徒通学費の補助に関する条例施行規則の一部を改正する規則
　金沢市立小学校及び中学校児童生徒通学費の補助に関する条例施行規則（昭和51年教育委員会規則第８号）の一部
を次のように改正する。
　第６条に次の１項を加える。
２　前項の規定にかかわらず、教育委員会は、金沢市立小学校、中学校管理規則（昭和46年教育委員会規則第２号）
第４条の２第２項の規定による承認をしたときは、前項各号に定める期間を変更することができる。
　　　附　則
　この規則は、公布の日から施行する。
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